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衆
議
院
議
員
古
本
伸
一
郎
君
提
出
成
年
年
齢
の
十
八
歳
へ
の
引
き
下
げ
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
二
条
の
規
定
に
お
け
る
「
成
人
」
及
び
「
お
と

な
」
に
つ
い
て
は
、
同
法
に
お
い
て
定
義
は
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
お
尋
ね
の
「
「
成
人
」
や
「
お
と
な
」
の
年
齢
」
等
に

つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
二
十
号
）
及
び
未
成
年
者
喫
煙
禁
止
法
（
明
治
三
十
三
年
法
律
第
三
十
三

号
）
に
お
い
て
は
、
健
康
被
害
防
止
及
び
非
行
防
止
の
観
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
二
十
歳
未
満
の
者
に
よ
る
飲
酒
及
び
喫
煙
を

禁
止
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
年
齢
に
つ
い
て
は
、
国
民
投
票
（
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年

法
律
第
五
十
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
国
民
投
票
を
い
う
。
）
の
投
票
権
を
有
す
る
者
の
年
齢
、
選
挙
権
年
齢
及
び
民
法

（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
成
年
年
齢
と
は
、
そ
の
趣
旨
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
必
ず
し
も
一
致
さ

せ
る
必
要
は
な
く
、
近
年
、
国
内
外
に
お
い
て
飲
酒
及
び
喫
煙
が
健
康
に
与
え
る
悪
影
響
を
防
ぐ
た
め
の
取
組
が
強
化
さ
れ

て
い
る
情
勢
も
踏
ま
え
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
五
十
九
号
）
に
よ
り
こ
れ
を
引
き
下
げ
る

一



こ
と
と
は
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
同
法
の
施
行
に
当
た
り
御
指
摘
の
よ
う
な
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
、
広
報
啓
発
活
動
を
行
っ
て
ま
い
り

た
い
。

三
に
つ
い
て

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
少
年
」
の
年
齢
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、

現
在
、
法
制
審
議
会
に
お
い
て
、
お
尋
ね
の
民
法
の
成
年
年
齢
と
の
関
係
の
点
も
含
め
て
調
査
審
議
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
ま
ず
は
、
そ
の
議
論
の
状
況
を
見
守
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

二


